
向山小学校の段階的な教育活動の再開 

子供たちが、安全に安心して学校生活に適応できるよう段階的に再開します。 

【第１段階】２～３時間程度の分散登校（毎日）６月１・２週目(6/1～6/12) 

・分散登校により感染リスクを避けながら学校生活に慣れることを主眼とする。 

・１週目には、健康観察、授業再開に向けて必要な学級指導、教科指導を毎日３時間行う。 

（給食提供なし） 

・２週目には、毎日３時間の教科指導等を中心とした授業を行う。（給食提供なし） 

【第２段階】午前授業（４時間程度）の一斉登校（毎日）６月３週目(6/15～6/19) 

・感染リスクを避け、４時間程度の各教科等の授業を行う。（給食提供あり） 

【第３段階】通常授業（毎日）への移行６月４週目以降(6/22～) 

・小学校低学年への負担を考慮しながら通常通りの教育活動へ移行する。（給食提供あり） 

＜第２段階までの取組状況をみながら第３段階への移行を判断する＞ 

 

 向山小学校の教育活動再開の４つのポイント 

１ 学校再開時の感染予防対策 

（１）日常的な感染予防対策の徹底 
〇児童および教職員は手洗い、咳エチケット（マスク着用の励行）および毎日の検温を徹底します。 
〇登校後に発熱等の症状が見られる場合は、保護者に引き取りを依頼するとともに、保健所への相談や病院の

受診を促します。 
〇教室のドアや窓をできる限り常時、少なくとも休憩時間ごとに可能な限り二方向開放し、こまめな換気を行

います。 
〇ドアノブ、手すり、スイッチなどは、児童生徒下校後に1日２回、消毒します。 
（２）教育活動上の対策 
〇各教育活動では、可能な限り身体的距離を確保し、感染リスクの高まる活動は行いません。 
〇密な状況を発生させるような行事や集会・朝会等は実施しません。放送機器を活用するなどの工夫をしま

す。 
〇授業では、可能な限り、近距離での会話や発声、グループや少人数での話合い・教え合いなどの活動は控え



ます。 
〇体育等における身体接触を伴う活動や音楽等における歌唱や管楽器（リコーダー等）を用いる活動、家庭科

等における調理実習は年間指導計画上の実施時期を変更します。 
〇水泳学習は中止します。 
〇配膳にかかる過程が少ない献立の給食を提供するとともに、児童生徒が向き合って食べることがないように

します。 
〇休憩時間にトイレ、手洗い場等で密な状況をつくらないよう指導や見守りを行います。 
〇欠席連絡には電話を利用し、ノート等による複数の人物を介する連絡を行いません。 
〇感染予防のため保護者が児童を出席させなかった場合は欠席扱いとしません。 

２ 授業時間の確保等 

（１）夏休み期間を短縮しての授業実施、都民の日や開校記念日の授業実施、７月以降月２回程度（合計１４
回程度）の土曜授業の実施により授業日数を確保します。 
※1学期は7月31日まで、夏休み期間は８月１日から８月２３日まで、2学期は8月24日からとします 

（２）夏休み期間の短縮以外に、各教科の授業時数を確保するため、運動会などの体育的行事、移動教室を縮
減、延期、または中止にすることがあります。（決定次第、お知らせします。） 

（３）児童の学習成果を確実に見取って評価するため、今年度に限り通知表の発行を１０月中と３月末の２回
とします。（配布日については、決定次第お知らせします。） 

３ 児童生徒の心のケア 

（１）アンケート、面談、日記指導、作文指導等を通して児童生徒の悩みや不安を把握するよう努め、状況に
応じて個別に支援を行います。 

（２）スクール・カウンセラー、心のふれあい相談員、養護教諭等による校内の相談体制を充実させ、悩みや
不安について、児童がいつでも相談できる体制づくりを行います。 

（３）練馬区教育相談、都および国の相談窓口等校外の相談機関について児童に周知します。 
（４）感染者や濃厚接触者等に対する偏見や差別せず、適切に行動できるようにするための指導を再開後１週

目に行います。また、感染症やその予防に関して正しく理解するための指導も行います。 

４ 感染者等が発生した場合の対応 

（１）ＰＣＲ検査を行うなど感染の疑いがある児童および教職員を事前に把握した場合は、学校は当該者を休
ませる（児童は出席停止とします）とともにプライバシーに配慮した上で、当該校の全保護者に感染者等
発生の旨を通知します。また、検査等の結果も通知し、陽性であった場合は、当該児童および教職員の学
校内での活動状況などに応じて当該校の休業を判断します。 

（２）児童の中に濃厚接触者が発生した場合は、状況が明らかになるまでの間、当該児童は感染者と最後に濃
厚接触をした日から起算して２週間の出席停止となります（教職員も同様）。 

（３）出席できない児童に対しては、学校が学習課題を配布したり、電話連絡をしたりして、学習支援と心の
ケアを行います。 

 


